
使用料の改定内容

秋川ふれあいセンター

第1会議室 1時間

第2会議室 1時間

第3会議室 1時間

寿の間 1時間

改正前 改正後 改正前 改正後

午前(午前9時か
ら正午まで)

7,800円 8,600円 10,000円 11,000円

午後(午後1時か
ら午後5時まで)

13,000円 14,300円 17,000円 18,700円

夜間(午後6時か
ら午後10時まで)

16,000円 17,600円 20,000円 22,000円

菅生交流会館

改正前 改正後

ホール 1時間 500円 550円

会議室 1時間 500円 550円

和室 1時間 300円 350円

お問い合わせ

健康福祉部福祉総務課

電話: 042-558-1111（代表）　福祉総務係　内線2691　

月曜日から金曜日まで 土曜日、日曜日及び休日

使用料

施設区分 利用単位

ふれあいホール

施設区分 使用単位

500円 550円

500円 550円

900円 1,000円

利用料金

改正前 改正後

500円 550円


